
宮崎市において、令和7年5月1日から
盛土規制法の運用を開始します。

 盛土等にともなう災害から人命を守るため、令和５年５月に
「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称：盛土規制法）が施
行されました。本市では令和７年５月1 日より規制法の運用を
開始します。令和7年5月1日時点で施工中又は施工予定の一定規
模以上の盛土等は手続きが必要です。

△盛土規制法の事前相談について
 （市ホームページ）

森林区域に関すること：農政部 森林水産課 
TEL：0985-21-1919（直通）/E-mail：15sinrin@city.miyazaki.miyazaki.jp
森林区域以外に関すること：都市整備部 開発審査課
TEL：0985-21-1818（直通）/E-mail：30kaihatu@city.miyazaki.miyazaki.jp
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 許可や届出などの手続き
が必要かどうかの事前相談
を行っています。詳しくは
市のホームページをご覧く
ださい。


